


食品に残留する農薬に関する規制  
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「ADI」はどうやって決めるのか？  

GLP（GoodLaboratoryPractice：安全性試験の適正  

実施に関する基準）に従って作成された安全性試験の  

データに基づき、食品安全委員会が評価  

急性、亜急性、慢性、発がん性、催奇形性、繁殖など  
の各種安全性試験から、有害な作用の認められない量  
（無毒性量）を評価し、安全係数（通常は種差、個体差  
それぞれ10）を考慮してADIを設定  

（ADIは無毒性量の100分の1（例外あり））   



残留農薬基準とは  

農産物ごとに許容できる農薬の残留量  
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残留農薬基準の決め方  

・日本人が平均的に食べる1日あたりの農作物中に含  
まれる残留農薬を推定し、その合計がADI（許容一日  
摂取量）の80％を超えない範囲で基準を設定（水や大  

気など農作物以外から農薬が体内に取り込まれる可  
能性があるため）   

・国民平均だけでなく、幼少児、妊婦、高齢者も考慮  

・毎日食べる農作物の量、栽培に必要な農薬の量が違  

うことから、農作物ごとに基準を設定  
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食品中における農薬の残留実態   



農産物中の残留農薬検査結果   
（平成13・14年度）  

（平成13年度）   

総検査数 531，765件   

検出数  2，676件（0．5％）  

内、基準を超える件数 29件（0．01％）  

（平成14年度）   

総検査数 910，989件   

検出数  3，282件（0．36％）  

内、基準を超える件数110件（0．03％）  
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食品に残留する農薬等に関する   

ポジティブリスト制度とは？   



ポジティブリスト制度導入への経過  

O H7．4．25参議院、H7．5．14衆議院  

食品衛生法改正に伴う付帯決議  

→ポジティブリスト制度の導入を検討   

すること  

O H15．5．30改正食品衛生法改正公布   

ポジティブリスト制度の規定導入   

（第11条第3項）   

3年以内に施行（H18．5．29施行）   



ポジティブリスト制度の審議等の経過  

薬食審での審議開始、部会審議2回  

第1次案公表 意見募集（3ケ月）  

薬食事部会での審議 4回  

第2次案公表 意見募集（3ケ月）  

薬食事部会での審議 5回  

内閣府食品安全委員会調査審議 3回  

最終案公表  

意見募集（2ケ月）WTO通報（9週間）  

薬食審部会での審議 2回  

・ⅠI15．6－＄  

・Ⅱ15．10  

・Ⅱ1‘．4－1‘．＄  

・Ⅱ1‘．＄  

・Ⅱ1‘．12～17．5  

・Ⅱ17．4～6  

・Ⅱ17．‘  

・H17．9  

・Ⅱ17．10  

・Ⅱ17．11  

・Ⅱ17．11．2，  

薬食事食品衛生分科会へ諮問   

薬食事食品衛生分科会での審議、答申   

内閣府食品安全委員会調査審議 2回   

厚生労働省告示  
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食品に残留する農薬等へのポジティブリスト制度の導入－2  

ポジティブリスト制度の導入後】（平成18年5月29  

農薬、飼料添加物及び動物用医薬品  

食品の成分に係る規  
格（残留基準）が定め  

られていないもの  

食品の成分に係る規格（残留  
基準）が定められているもの  

ポジティブリスト制度の施行  
までに、現行法第11条第1  

項に基づき、農薬取締法に  
基づく基準、国際基準、欧米  
の基準等を踏まえた基準を  
校定  

人の健康を損なう  
おそれのない暮と  
して厚生労働大臣  
が一定tを告示  

（一律基準）   

凸  

一定暮を超えて農薬等  
が残留する食品の販  
売等を禁止  

農薬取締法に基づく登録等と  
同時の残留基準役定など、残  
留基準設定の促進  

工1  

残留基準を超えて農薬等が残  
留する食品の販売等を禁止  

平成17年11月29日厚生労働省告示の内容  

○告示第497号 ＜一律基準＞   
食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれが   

ない量として厚生労働大臣が定める量は、0．01ppmとする。   

○告示第498号 ＜対象外物質＞   
食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれが   
ないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質は、次   
に掲げる物質とする。65物質   

○告示第499号 ＜残留基準等＞   
食品衛生法第11条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格   
基準（昭和34年厚生省告示第370号）の改正  
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ポジティブリスト制度を採用している  

国々等の一律基準の状況  

・欧州連合（EU）   

使用対象外の作物に残留する場合   

安全性に関する資料がない場合  

0．01ppmを超えるレベルで残留することを禁止  
・ドイツ：0．01ppm  

・ニュージーランド、カナダ：0．1ppm  

・米国：一律基準は定められていないが、運用上、  

0．01～0．1ppmで判断  
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規制対象とならないもの  

（いわゆる対象外物質）とは？   

■オレイン酸（オレイン酸塩：農薬（殺虫剤））  

・レシチン（大豆レシチン：農薬（殺虫剤））   

■アスタキサンテン（飼料添加物）  

・重曹（農薬（殺菌剤））  などの65物質  
※（平成17年厚生労働省告示第498号）   

食品衛生法第11条第3項の規定により、人の健康を損なうおそれ  

がないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質は  

次に掲げる物質とする。（65物質）  

※ 特定農薬のうち、天敵農薬、微生物農薬などは栽培段階で使用さ  

れ、残留しないと考えられることから、対象外物質とはしない。  
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参考とする基準は？  

・国際基準  であるコ  

・農薬取締法に基づく  （動物用医薬   

品及び飼料添加物では、薬事法又は飼料安全   
法に基づく承認時の定量限界等）  

・JMPR又はJECFAで必要とされている毒性など   
に関する資料に基づき設定されていると考えら   

れる諸外国等（米国、カナダ、欧州連合（EU）、   
オーストラリア及びニュージーランド）の基準   



基準値（ppm）   参考基準国   

小麦   0．5   Codex   

みかん   0．1   登録保留基準   

茶   設定なし   一律基準を適用   

牛の肉（筋肉）   0．05   Codex   

牛の乳   0．02   海外参照国   
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